
 

2026 年 2 月 20 日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速報 

貸付種類 
利率（固定） 

現 行 変更後 

はじめて貸付 ０.５％ ０.５％ 

自動車貸付 ０.９％ １.０％ 

特別貸付 

学資金貸付 

住宅貸付 

０.９％ １.３％ 

住宅災害貸付 

一般災害貸付 
０.９％ ０.５％ 

厚生貸付 

福祉資金貸付 
２.５％ ２.８％ 

 

すえおき 

● 借入限度額について 

借入申込時点の残高（住宅貸付を除く）と新規申込金額の合計で 800万円が上限となります。 

 

● 借替期間について 

同種類ごとの借替は、原則として貸付月より 1年後から可能となります。 

 

最終的な限度額は５００万円ですが、１申込あたりの送金上限額は１５０万円となります。 

 

2月 19日開催の第 5回理事会で決定した、2026年度事業計画の主なものを 

お知らせします。 

詳しくはホームページ、4月発行の広報厚生会春季号に掲載します。 

 ２０２６年 4月 1日送金分より下記の変更が適用となります。 

３月中の送金希望であっても書類の不備等により４月１日以降の送金となった場合、 

以下の利率となります。余裕をもってお申し込みください。 

 

はじめて貸付は 

過去に厚生会の貸付を利用

したことがあっても、 

貸付日の時点で残高がなけ

れば再度ご利用可能です 

厚生会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育事業補助金の助成対象等が変更となります 

対象事業   ・平和教育及び民主教育を前進させる教育講演会等の事業 

         ・障がい者理解推進のための事業 

対象経費   講師への謝礼及び旅費（宿泊費・日当等） 

補助金額   ２万円以内 ／ 受付日の翌月末までに交付します 

受付期間   ４月１日～９月３０日 

ただし、期間内でも年度予算額５０万円に達した時点で締め切ります。 

一般財団法人 青森県教育厚生会 

ひょうたんランプ製作体験 

～作って、飾って、癒されて～ 

奥入瀬ランプ工房（十和田市法量）で開催します。 


